
(参考)t箇月及び1年の拘束時間の延長に関する協定書(例)

(トラック運転者)

○○運輸株式会社代表取締役○○○○と○○運輸労働組合執行委員長○○○○(○○運

輸株式会社労働者代表○○○○)は、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」第4条

第1項第1号ただし書の規定に基づき、拘束時間に関し、下記のとおり協定する。

己曇
口

1本協定の適用対象者は、トラックの運転の業務に従事する者とする。

21箇月及び1年の拘束時間は下の表のとおりとする。なお、各月の起算日は1日とする。

4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月年間計

295時間284時間245時間267時間300時間260時間250時間295時間310時間300時間284時間310時間3,400時間

3本協定の有効期間は、○年4月1日から○年3月31日までとする。

4本協定に基づき1箇月及び1年の拘束時問を延長する場合においても、1箇月の時間外

休日労働時間数が100時間未満となるよう努めるものとする。

5本協定に定める事項について変更する必要が生じた場合には、14日前までに協議を行

い、変更を行うものとする。

○年○月○日

○○運輸労働組合執行委員長

(○○運輸株式会社労働者代表

以上

○○○○印

○○○○印)

○○運輸株式会社代表取締役○○○○印
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臨外認に関する協定届様式第9号の3の4(第70条関係)労働保険番号賑園闘口口囎口口麗鴨懸法人番号口口口口口口口口口口口口口

事業の種類事業の名称事業の所在地(電話番号)協定の有効期間

(〒一)(電話番号:一一)

1日一一一一一一一一一一一一一一一法定労働時間をi所定労働時間を超える時間数i超え舗間'1箇月(①にっいては45時間まで、②については42時間まで)層騨冒一一一一凹一一一餉一一法定労働時間をi所定労鮒間をえる時醐超え繍間'1年(①にっいては360時間まで、②については320時間まで)2起算日(年月日)

`一一-一一一一■一魑一一一一瓢購磯講

1下記②に該当しない労働者iii1;1:13
11i
iii

21年単位の変形労働時間制により労働する労働者1}{iii
;1i

1匪{1lI

休目労働休日労働をさせる必要のある具体的事由業務の種類労働者数(満18歳以上の者)所定休日(任意)労働させることができる法定休日の日数労働させることができる法定休日における始業及び終業の時刻
上記で定める時間数にかかわらず、時間外労働及び休日労働を合算した時間数は、1箇月について100時間未満でなければならず、かつ2箇月から6箇月までを平均して80時間を超過しないこと(自動車の運転の業務に従事する労儲は除く.).口(チェックボックスに要チェック)
協定の成立年月日年月日

協定の当事者である労働組合(事業場の労働者の過半数で繊する労働組合)の名称又は労儲の過半数を代表する者の難
協定の当事者(労働者の過半数を代表する者の場合)の選出方法()

上記協定の当事者である労働組合が事業場の全ての労働者の過半数で組織する労働組合である又は上記協定の当事者である労働者の過半数を代表する者が事業場の全ての労働者の過半数を代表する者であること。
口(チェックボックスに要チェック)

上記労働者の過半数を代表する者が、労働基準法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者でなく、かつ、同法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手

続により細された者であつて使用者の意向に基づき選出されたものでないこと.口(チェックボックスに要チェック)
年月日

職名
使用者

氏名

労働基準監督署長殿 -3-
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鷺外鵜に関する協定届様式第9号の3の5(第70条関係)労働保険番号賑園闘口口囎口口劇鴨煕法人番号口口口口口口口口口口口口口

事業の種類事業の名称事業の所在地(電話番号)協定の有効期間

(〒一)(電話番号:一一)

1日一一一一一一一一一一一一■一一瓢購麟欝1箇月(①については45時間まで、②については42時間まで)一一一一一一一一一一一一國閑齪労鵬間をi所定労働時間を超える時間数i超え艦間数1年(①にっいては360時間まで、②については320時間まで)起算日(年月日)

一一一一口■prr一胃rrr法定労働時間をi所定労働時間を超える時醐超え鱒間'

1下記②に該当しない労働者i}i弓i4iii
1且i{11
iliI;i

21年単位の変形労働時間制により労働する労働者iii;11且11
i:i2i
iii

休日労働休日労働をさせる必要のある具体的事由業務の種類労働者数(満18歳以上の者)所定休日(任意)労働させることができる法定休日の日数労働させることができる法定休日における始業及び終業の時刻
上記で定める時間数にかかわらず、時間外労働及び休日労働を合算した時間数は、1箇月について100時間未満でなければならず、かつ2箇月から6箇月までを平均して80時間を超過しないこと(自動車の運転の業務に篠する労鯖は除く.).口(チェックボックスに要チェック)
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